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姫路市オンライン手続ポータルサイト 

要介護認定資料電子閲覧申請簡易マニュアル 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※こちらの簡易マニュアルは検証環境の画面で作成しておりますので本番 

環境とは画面構成が異なる可能性があります。あらかじめご了承ください 
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【１．新規登録の方法】 

 まず下記の姫路市オンライン手続ポータルサイト（以下「ポータルサイト」という）にア

クセスします。 

 

https://lgpos.task-asp.net/cu/282014/ea/residents/portal/home 

 

ページ右上の新規登録を押下します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ページ下部の「事業者として登録する」を押下します。（個人用で登録すると申請不可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 利用規約をご一読いただき、ページ下部の「利用規約に同意します」にチェックを入れた

状態で「利用者の登録を開始する」を押下します。 
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 メールアドレスを登録します。 

 ここに登録するアドレスは、処理の自動判定に利用されますので、令和８年 2 月まで利

用していた兵庫県電子申請共同運営システム（以下、旧電子申請システムという）で登録さ

れていたメールアドレスを可能な限りご登録お願いします。 

 メールアドレスの登録が完了したら認証コードが届きますのでご入力いただき、「認証コ

ードを確認する」を押下してください。 

 ※メールが届かない方はネットワークなどの環境設定やメールの受信設定、メールサー 

バーの容量の問題等、様々な原因で受信できないと考えられますが、こちらの環境では 

基本的には原因がわかりかねますのでご了承ください 

 

  

 次に必要事項を入力します。 

 こちらの情報も内部処理で活用させていただきますので必須事項以外も可能な限りご記入

お願いいたします。 

また、過去に電子での閲覧申請を一度も行っていない完全新規の事業所様または旧電子申

請システムで登録していた情報から何か登録内容に変更がある事業者様に関しては、この画

面を印刷して、下記の様式５号とあわせて、姫路市役所本庁舎２階の介護保険課認定担当ま

でご提出ください。 
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【２．新規閲覧申請】 

 まずポータルサイトにログインするため、ページ右上の「ログイン」を押下します。 

 必要な情報を入力しログインを押下します。パスワードが不明な場合は「パスワードを忘

れた方はこちら」よりパスワードを初期化してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ページ中ごろにある「申請できる手続き一覧」の「事業者向け手続き」を押下します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 下記画面が開きますので、閲覧などのキーワードを入力し検索をします。手続き名は「要

介護認定関係資料閲覧等申請（事業者用）」で設定しておりますのでそこを押下します。 

 

 

 

 

 

 

 

  内容詳細をご確認いただき、「次へ進む」を押下します。申請内容の入力に移ります。 

 必須項目をご入力・ご確認のうえ、ご申請ください。 
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※補足 

 項目は基本的に今までお使いいただいていた旧電子申請システムの項目と同じように作

成されています。従来までと異なる点としては、一回の申請で最大５人までの申請が行え

るようになっておりますので必要に応じてご活用ください。（もし必要がないのに誤って

〇人目の申請をするのボタンを押してしまった場合は、その上の「選択解除ボタン」を押

せば解除できます） 注意：数字は半角で入力をお願いします 

 

 申請が完了したら申込画面が出てきますのでこの番号を念のため控えておくようお願い

いたします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 介護保険課で申請内容を確認し、審査処理に移った段階で事業所の皆様にメールが送付

されます。内容は以下のイメージです。 
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【３．差し戻しがあった場合】※なければ次項目に進んでください 

 内容に不備があった旨のメールが届きます。メール本文に記載されている URL より姫路

市ポータルサイトへ移行してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ページ中ごろのマイページ「もっと見る」を押下します。基本的に内容不備の修正や、交

付に必要な交付物の取得はここから行います。 

  

 

 

 

 

 

 利用者メニューが開きますので「申請履歴・委任状の確認」の「申請一覧・検索」を押下

します。（なお、この利用者メニュー画面では利用者情報の変更なども可能です。 
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 事前に控えておいた申込番号を用いて検索を行うか、初期表示の一覧よりで手続きの状

況を確認します。 

 差し戻しがある場合は下記のようなイメージで表示されます。「申請内容を修正してくだ

さい」の周辺を押下します。 

 

 

 

 

 

  

 以下のイメージのように差し戻し理由が記載されていますので該当の項目を修正し、再

申請をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

再申請が完了すると以下のメールが届きます。再度審査が完了するまでお待ちください。 
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【４．審査完了 → 要介護認定資料の受領に必要な書類の準備】 

 審査が完了すると審査完了日から起算して３日後に交付完了メールが届きます。 

 メールが届いたら、交付対象リストを取得してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【５．交付対象リストの取得方法】 

ページ中ごろのマイページ「もっと見る」を押下します。 

  

 

 

 

 

 

利用者メニューが開きますので「申請履歴・委任状の確認」の「申請一覧・検索」を押下し

ます。 

 

 

 

 

 

  事前に控えておいた申込番号を用いて検索を行うか、目視で手続きの状況を確認しま 

す。審査が完了した手続きがある場合は下記のようなイメージが表示されます。「手続き

が完了しました」の周辺を押下します。 
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 下記画面が表示されるので「交付対象リスト（１通）」をダウンロードの上、印刷をし、

メール本文および要介護（要支援）認定関係資料等電子申請 本人同意書と合わせてご持参

ください。 

 

 〇窓口交付持参物 

① 「【姫路市オンライン手続ポータルサイト】交付手続き完了のご連絡（要介護認定関係

資料閲覧等申請（事業所用）」の写し 

② 交付対象リスト（裏面参照） 

③ 要介護（要支援）認定関係資料等電子申請 本人同意書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考：交付対象リストイメージ） 
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【６．ヘルプ・よくあるご質問】 

その他、操作方法や何かご不明点がある場合は、赤枠の「ヘルプ」及びよくあるご質問をご

参照ください。 

 

 


